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法務省刑事局長

（公印省略）

検察運営に関する報告について（依命通達）

当局において把握する必要があるため、事件、統計及び事務に関して、本日から、

下記により、検察総合情報管理システムのメッセージ等を用いて報告願います。

記

第1 事件報告

1 事件報告は、最高検察庁、高等検察庁又は地方検察庁から、各庁（地方検察

庁にあっては管内区検察庁を含む。以下同じ｡）における、下記2の事件につ

いて、下記3の事項を、事件報告様式により、それぞれ速やかに報告するもの

とする。ただし、下記3の各事項が近接している場合は、一括して報告するも

のとする。

2対象事件

検察審査会で起訴を相当とする議決、公訴を提起しない処分を不当とする議

決、起訴議決又は起訴議決をするに至らなかった旨の議決をした事件及び検察

審査会の建議又は勧告の対象となった事案

3報告事項

（1） 検察審査会議決書受理等

（2） 処分

（3） 裁判結果

（4） 上訴

（5） 裁判確定



ー

（6） 建議又は勧告の内容

4事案の内容、公訴事実の要旨、裁判の内容等を報告する場合には、簡潔に要

旨等を記載すれば足りる。

2 統計報告

1 通則

（1） 統計報告は､高等検察庁から、統計報告一覧表左欄に掲げる統計について、

同表右欄に掲げる様式により、その庁の統計表及び地方検察庁の統計表（地

方検察庁及び区検察庁の統計表を集計したものをいう。以下この項において

同じ｡）を集計して作成した統計表に、その高等検察庁の統計表及び各地方

検察庁の統計表を添えて報告するものとする。

（2） (1)の報告は、毎年分を翌年1月末日までに行うものとする。ただし、売春

防止法違反事件統計報告及び売春防止法違反事件第一審裁判結果統計報告に

ついては、毎年分を翌年2月末日までに、少年事件統計報告については、毎

年分を翌年3月末日までに、選挙関係事件統計報告については、当該選挙施

行の都度別に定める期日までに、それぞれ行うものとする。

2 統計表作成要領

（1） 統計は、人員によって計算するものとする。

受理、処理等の人員の計上方法は、おおむね刑事統計調査規程による統計

の人員の計上方法と同一である。

（2） 罪名区分

ア統計報告第4号、第6号、第11号の1， 2， 3及び第12号の調査を

行う場合における刑法犯の罪名区分は、統計報告罪名区分表によるものと

する。

イ各罪名は、それぞれ未遂、教唆又は講助の罪を含むものとする。

（3） 受理

ア新受人員は、事件事務規程第3条各号所定の事由が生ずるごとに、被疑

者1名につき1人として計算するものとする。

イ被疑者の数が不明である事件の新受人員は、 1人として計算し、後に被

疑者の数が2人以上であることが判明し、その1人を超える人員について

新たに受理手続をしたときは、新たに受理した被疑者の数を当該報告期の

新受人員として計算するものとする。

ウ同一の被疑者に数個の罪があって、それらの罪に係る事件を1個の事件

番号で受理した場合において、それらの罪が二以上の統計表に計上すべき

ものであるときは､それらの罪について各別に事件を受理したものとする。

エ 1個の事件番号で受理した事件に係る罪が同一の統計表に計上すべき二

以上の罪名（法令、法条を含む。以下同じ｡）に該当する場合における受

理の罪名は、それらの罪の法定刑に軽重があるときは法定刑の最も重い罪
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の罪名によるものとし、それらの罪の法定刑に軽重がないときは犯情の重

い罪の罪名によるものとする。

(4) 処理

ア同一の被疑者の数個の罪に係る事件につき新受人員を1人又は数人とし

て計算したときは、既済又は未済の人員の計算においても新受人員におい

て行った計算は変更しないものとする。

イ同一の被疑者の数個の罪に係る事件につき受理人員を1人として計算し

たときは、全ての罪に係る事件の処理が終わったときに既済となったもの

とする。

ウ 1人につき数個の既済事由があるときは、既済事由は、統計表に掲げる

処理区分の順序に従い最初の事由に該当するものによるものとする。

エ処理の罪名は、統計表に計上すべき既済事由に対応する罪名によるもの

とする。

オ 1人につき同一の既済事由に係る数個の罪名があるときは、処理の罪名

は、 (3)、エに準ずるものとする。

力処理の罪名が受理の罪名と異なるときは、当該統計表の備考欄にその旨

を記載するものとする。

キ処理の罪名は、統計表に計上する既済事由に対応する罪名とされている

ことから、同一の被疑者に数個の罪があって、それらの罪につき既済事由

がそれぞれ異なる場合には、まず、 ウにより既済事由を選定し、その既済

事由につき、数個の罪名があるときは、エにより処理の罪名を選定するこ

ととなる。

(5) 未済

調査期間の末日現在において事件の処理が既済とならない被疑者の人員を

受理のときにおける罪名の別によって計上するものとする。

(6)裁判結果

ア同一の被告人に係る数個の罪について一の裁判があった場合において、

それらの罪が二以上の統計表に計上すべきものであるときは、それらの罪

について各別に裁判があったものとする。

イ 1人に対し、一の裁判で数個の主文を包含し、又は数種の刑を併科する

裁判があったときは、裁判結果は、統計表に掲げる裁判結果区分の順序に

従い最初の裁判結果に該当するものによるものとする。

ウ罪名は、次の例によるものとする。

（ｱ） 有罪の場合

a 有罪とされた罪の罪名

b併合罪について一の主刑が言い渡された場合において、それらの罪

の法定刑に軽重があるときは法定刑の最も重い罪の罪名、それらの罪



の法定刑に軽重がないときは犯情の重い罪の罪名

c 一の裁判で数個の罪について二以上の主刑が言い渡された場合にお

いて、言渡し刑に軽重があるときは、言渡し刑の重い罪の罪名、言渡

し刑に軽重がないときであって、それらの罪の法定刑に軽重があると

きは法定刑の最も重い罪の罪名、それらの罪の法定刑に軽重がないと

きは犯情の重い罪の罪名

（ｲ） 有罪以外の場合

a 起訴の罪名

b 起訴の罪名が数個ある場合において、それらの罪の法定刑に軽重が

あるときは法定刑の最も重い罪の罪名、それらの罪の法定刑に軽重が

ないときは犯情の重い罪の罪名

（7） その他留意事項

ア統計報告第11号の1， 2及び3の人員の数は、当該報告期における家

庭裁判所の処分に係る事件についての検察庁における事件番号の数により

計上し、家庭裁判所処分は(6)、イに、罪名は(6)、 ウにそれぞれ準ずるもの

とする。

イ処理の罪名が受理の罪名と異なることとなった場合において、受理の罪

名又は処理の罪名が当該統計表に掲げられている罪名以外の罪名であると

きは、受理人員から既済人員を控除した数が、未済人員の数と必ずしも一

致しないこととなる。

例えば、過失運転致傷及び道路交通法違反の罪として受理した事件に

つき、道路交通法違反の罪について公判請求、過失運転致傷の罪について

不起訴処分の処理がなされたときは、公務員犯罪人員調(統計報告第4号）

の作成においては、 「自動車による過失致死傷・過失運転致死傷」の受理

欄には計上されることとなるが､その既済欄には計上されないこととなる。

この場合、 (4)、力に定めるところにより、道路交通法違反として処理され

た旨を統計表の備考欄に記載することとなる。

3公安労働関係統計について

違法争議行為その他労働組合運動に関連して発生した犯罪については、違法

争議行為等事件統計に計上し、公安関係事件統計及び労働関係法令違反事件統

計には計上しないこととされたい。

4選挙関係事件統計について

選挙事犯資格別処理・裁判結果人員調(統計報告第7号の2）については、以

下の点に留意されたい。

（1） 同調は、実人員を把握するためのものであるので、同一人につき、数個の

処理又は裁判があった場合には、同統計表に掲げる順序に従い最初の処理区

分又は裁判結果区分に該当するものにより、 1人として計上することとされ



たい°例えば、同一人につき、不起訴処分がなされた後、報告期を異にして

略式命令請求がなされた場合には、先に作成した統計表には不起訴欄に計上

されるが、後に作成する統計表には略式命令請求欄のみに計上されることと

なる。

（2） 同一人が二以上の資格に該当するときは、資格別欄に掲げる順序に従い最

初の資格に該当するものとして計上することとされたい。

（3） 資格別の欄中「候補者等の親族」欄、 「公務員」欄及び「その他」欄以外

の各欄には、当該選挙においてそれぞれの資格を有したことのある者による

事犯のみを計上することとされたい。例えば、事前運動をした者がその後立

候補した場合には､その者に係る事犯が当該事前運動事犯のみであっても｢候

補者」欄に計上することとなる。

（4） 資格別の欄中「候補者等の親族」欄には、上記の意味での候補者の父母、

配偶者、子又は兄弟姉妹が、その候補者のための選挙運動(当該選挙運動が、

候補者、総括主宰者又は出納責任者と意思を通じてなされたものであること

は、必要でない。 ）に係る事犯を犯した場合における該当事犯を計上するこ

ととされたい。

5 少年関係統計について

少年事件人員調(統計報告第11号の1， 2及び3）については、以下の点に

留意されたい。

人員数は、家庭裁判所送致の回数及び家庭裁判所の処分の数にかかわらず、

検察庁における事件番号の数に従って人員数を計上することとされたい｡また、

このような基準によって計上された人員数である1人に対し、一の決定で数個

の処分がなされたときは、 2、 (6)、イに準じ、家庭裁判所処分は同統計表に掲

げる家庭裁判所処分の区分の順序に従い最初の処分に該当するものとして計上

することとなる。

罪名については、 2， (6)、 ウに準ずるものとし、この場合において、 「有罪」

とあるのは「検察官送致、少年院送致又は保護観察」 と、 「有罪以外」 とある

のは「審判不開始、不処分又はその他」 と、 「起訴」 とあるのは「家庭裁判所

送致」 とそれぞれ読み替えるものとする。 したがって、家庭裁判所の処分に係

る罪が二以上の罪名に該当する場合において、当該処分が、検察官送致、少年

院送致又は保護観察であるときは、併合罪の例によることとなり、その処分が

これ以外であるときは、家庭裁判所送致に係る罪の罪名のうち、法定刑の最も

重い罪の罪名(それらの罪の法定刑に軽重がないときは、犯情の重い罪の罪名）

によることとなる。

なお、本統計表においては、事件事務規程第87条第3項の規定により送致

した事件(いわゆる簡易送致事件)に係るものについては計上しない。

第3 事務報告



1 通則

事務報告は、事務報告一覧表左欄1から4まで及び同欄6から8までに掲げ

る項目については、最高検察庁、高等検察庁又は地方検察庁から、各庁におけ

る同表右欄に掲げる事項を、事務報告様式により、それぞれ速やかに報告する

ものとし、同表左欄5に掲げる項目については、地方検察庁から、各庁におけ

る同表右欄に掲げる事項を3か月 （1月から3月まで、 4月から6月まで、 7

月から9月まで及び10月から12月まで）ごとに取りまとめた上、事務報告

様式により、それぞれ翌月末日までに報告するものとする。

2 留意事項

（1） 事務報告一覧表左欄2に掲げる項目について、法務大臣訓令や当職依命通

達に基づいて、その範囲で発出する訓令、通達等の報告は不要である。

（2） 事務報告一覧表左欄5に掲げる項目については、罰則の定めのある条例の

制定及び改廃（罰則に影響を及ぼさない改正は除く。）につき、普通地方公

共団体名、条例の名称、公布及び施行の年月日、協議を受けた検察官、制定

又は改廃の目的並びに罰則適用上の問題点を報告するものとする。

なお、普通地方公共団体の制定した条例で、それ自体には罰則規定を含ま

ないものであっても、青少年保護育成条例、風俗営業等の規制及び業務の適

正化等に関する法律に基づく条例など罰則の定めのある法令の補充規定とし

て制定されたものについては、罰則の定めのある条例に準じて報告する。

また、改正条例（いわゆる改め文)、 旧条例、新条例、新旧対照表及び参

考資料を添付して送付する。

第4経過措置について

1 第1事件報告及び第3事務報告による報告には、 この通達の実施前に生じた

事項で、令和2年7月10日法務省刑総訓第6号による改正前の刑事関係報告

規程（昭和62年法務省刑総訓秘第28号訓令。以下「規程」 という。）に基

づく報告が行われていないものを含むものとする。ただし、規程による方式に

より報告しても差し支えない。

2第2統計報告の統計報告罪名区分表（様式第6号関係）の不同意わいせつ、

不同意わいせつ致死傷、不同意性交等、不同意性交等致死傷及び強盗・不同意

性交等の各区分には、それぞれ、令和5年12月26日付け法務省刑総第11

61号当職依命通達（以下「令和5年通達」 という。）による改正前の同区分

表の強制わいせつ、強制わいせつ致死傷、強制性交等、強制性交等致死傷及び

強盗・強制性交等の各区分に包含される罪を含むものとする。

3 第2統計報告の統計報告罪名区分表（様式第1 1号の1， 2， 3，第12号

関係）の強盗及び不同意わいせつ・不同意性交等の各区分には、それぞれ、令

和5年通達による改正前の同区分表の強盗及び強制わいせつ・強制性交等の各

区分に包含される罪を含むものとする。



事件報告様式

該当する□にし印を記入すること。
受理等報告には議決書等を添付すること。

「第1回報告年月ロ」欄は、 2回目以降の報告の場合のみ記入すること。
事例に応じ、不要の文字を削り、又は必要な訂正を加えて使用すること。

１
２
３
４

ｊ注ぐ

(用紙日本産業規絡A4)

検察審査会に関する報告

報告検察庁 検察庁

報告年月 日 年 月 日

第1回報告年月日 年 月 日 ．

被疑者・被告人氏名

報 告 区 分

口受理等報告口処分報告口裁判結果・確定・上訴報告

（
議決区分 口起訴相当口不起訴不当

目建議・勧告

口起訴議決目起訴議決に至らず ］

報 告 内 容

※1 受理等報告
受理年月日 ●年●月●日

事件受理年月日 ●年●月●日

裁定主文 ●

再起年月日 ●

申立又は職権開始年月日 ●年●月●日
参考事項 ●

※2処分結果
処分年月日 ●年●月●日

処分庁（主任検察官） ●（●）
罪名（該当法条） ●（●）
処分の別（求刑・裁定主文） ●（●）
身柄の処置 ●
公訴事実の要旨 ●

(不起訴処分の理由等）

参考事項 ●

※3裁判結果・確定・上訴報告
罪名（該当法条） ●（●）
裁判年月日 ●年●月●日

裁判主文 ●
上訴 ●年●月●日 （●）
確定（確定事由） ●年●月●日 （●）

身柄の処置 ●
裁判理由の要旨 ●
参考事項 ●



統計報告一覧表

l l

事 項 様 式

第1 公安労働

1 公安関係事件統計（この統計は、次に掲げる犯罪についての統計であ

る。 ）

(1) 内乱、外患、国交に関する罪（刑法第77条から第94条まで）

(2) 騒乱罪（刑法第106条）その他これに類する群集犯罪

(3) 違法な集団示威運動、集団行進又は集会に関する犯罪

(4) 破壊活動防止法違反の罪及び無差別大量殺人行為を行った団体の規

制に関する法律違反の罪

(5) 日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法違反の罪

(6) 特定秘密の保護に関する法律違反の罪

(7) 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条

に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関す

る協定の実施に伴う刑事特別法第6条及び第7条の罪

(8) 学生運動、農民運動その他大衆運動に関する犯罪（ただし、 (3)に該

当するものを除く。 ）

(9) 公安に関する国家公務員法、地方公務員法、外務公務員法及び自衛

隊法に違反する罪

⑩義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置

法違反の罪

⑪公安に関する武器又は爆発物関係犯罪

⑫政治的目的による殺人、列車往来妨害、公務所に対する放火その他

これに類する犯罪

⑬前各号に掲げるもののほか、公安に関する犯罪

公安関係事件人

員調（統計報告第

1号）

2 違法争議行為等事件統計（この統計は、国家公務員法、地方公務員法

違反等による違法争議行為その他労働組合運動に関連して発生した犯罪

についての統計である。 ）

違法争議行為等

事件人員調（統計

報告第2号）

3 労働関係法令違反事件統計（この統計は、次に掲げる法令違反事件に

ついての統計である。 ） ．

(1) 労働組合法

(2) 労働関係調整法

(3) 労働基準法

(4) 労働安全衛生法

(5） じん肺法

(6) 船員法

(7) 鉱山保安法

(8) 職業安定法

(9) 労働者派遣事業の適砿な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関す

る法律

㈹船員職業安定法

01） 労働者災害補償保険法

⑫雇用保険法

労働関係法令違

反事件人員調（統

計報告第3号）
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1 公務員犯罪統計（この統計は、公務員の犯罪（道路交通法違反及び自

動車の保管場所の確保等に関する法律違反を除く。 ）についての統計で

ある。 ）

公務員犯罪人員

調（統計報告第4

号）

2 公務員犯罪（収賄罪）統計（この統計は、刑法第197条から第19

7条の4までの罪についての統計である。 ）

公務員犯罪（収

賄罪）人員調（統

計報告第5号）

第3 外事

合衆国軍隊構成員等犯罪事件統計（この統計は、合衆国軍隊の構成員、軍

属及びそれらの家族の犯罪についての統計である。 ）

合衆国軍隊構成

員等犯罪事件人員

調（統計報告第6

号）

第4選挙

選挙関係事件統計（この統計は、衆議院議員総選挙、参議院議員通常選挙、

地方公共団体の長（知事、市区町村長別）及び地方公共団体の議会の議員（都

道府県議会議員、市区町村議会議員別）の選挙に係る事件についての統計で

ある。 ）

選挙事犯受理区

分人員調（統計報

告第7号の1）

選挙事犯資格別

処理・裁判結果人

員調（統計報告第

7号の2）

選挙事犯罪名別

既済人員調（統計

報告第7号の3）

第5麻薬風紀

1 麻薬・覚醒剤関係事件統計 麻薬・覚醒剤関

係事件人員調（統

計報告第8号）

2 売春防止法違反事件統計 売春防止法違反

事件人員調（統計

報告第9号）

3 売春防I上法違反事件第一審裁判結果統計 売春防止法違反

事件第・審裁判結

果人員調（統計報

告第10号）

第6 少年



P

里
匡

統計報告罪名区分表（様式第4号関係）

語193条）

明 （第194条）

弔致死傷（第196
老／華1 ．反楽、

1

2 少年事件第一審裁判結果統計 少年事件第一群

裁判結果人員調

(統計報告第12

号）

第7財政経済

出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律違反事件統計 出資の受入れ、

預り金及び金利等

の取締りに関する

法律違反事件人員

調（統計報告第1

3号）

第8検察審査会

検察審査会において審査した事件及び検察審査会の建議又は勧告の対象と

なった事案に関する統計

検察審査会議決

･建議・勧告受理

件数並びに人員調

(統計報告第14

号）

第9被疑者補償

被疑者補償事件統計 補償をする裁定

をした被疑者補償

事件人員調（統計

報告第15号の

1）

補償の全部をし

ない裁定をした被

疑者補償事件人員

調（統計報告第1

5号の2）

罪名の区分 左記罪名の区分に包含される罪の範囲
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（注） 「自動車による過失致死傷・過失運転致死傷」の項中「自動車」は、 自動車運転死傷処罰法

に規定する「自動車」 と同義であり、道路交通法の自動車及び原動機付自転車を意味する。

統計報告罪名|天分表（様式第6号関係）

左記罪名のl天分に包含される罪の範囲罪名の区分
ノ

収賄 単純収賄（第197条第1項前段）

受託収賄（第197条第1項後段）

事前収賄（第197条第2項）

第三者供賄（第197条の2）

加重収賄（第197条の3第1項、第2項）

事後収賄（第197条の3第3項）

あっせん収賄（第197条の4）

窃盗 1 刑法第2編第36章「窃盗及び強盗の罪」のうち「強盗」を除いたもの

2 盗犯等の防止及び処分に関する法律（以下この表において「盗防」 と

いう。 ）中常習特殊窃盗（盗防第2条）及び常習累犯窃撫（盗防第3条）

詐欺 詐欺（第246条）

電子計算機使用詐欺（第246条の2）

背任（第247条）

準詐欺（第248条）

横領 刑法第2編第38章「横領の罪」の全部

文書偽造 同第17章「文書偽造の罪」の全部

自動車による過

失致死傷・過失運

転致死傷

業務上過失傷害（第21 1条前段）

業務上過失致死（第211条前段）

重過失傷害（第21 1条後段）

重過失致死（第211条後段）

過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱（自動車の運転により人を死傷さ

せる行為等の処罰に関する法律（以ドこの表において「自動車運転死傷処罰

法」 という。 ）第4条）

過失運転致死アルコール等影響発覚免脱（自動車運転死傷処罰法第4条）

過失運転致傷（自動車運転死傷処罰法第5条）

過失運転致死（自動車運転死傷処罰法第5条）

無免許過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱（自動車運転死傷処罰法第

6条第3項）

無免許過失運転致死アルコール等影響発覚免脱（自動車運転死傷処罰法第

6条第3項）

無免許過失運転致傷（自動車運転死傷処罰法第6条第4項）

無免許過失運転致死（自動車運転死傷処罰法第6条第4項）

その他の刑法犯 刑法第2編及び自動車運転死傷処罰法に定める罪のうち上記各項に掲げた

罪を除いたもの
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烏等の処罰に関

. 、島 、鐘O桑

苞l倹連転致死傷（目勤車の運転により人を死傷ミ

去律（以ドこの表において「自動車運転死傷処眉

3条）

旺年許佶除寵薗長靴死復（白勅南極転死僅切L酬洪2

公務執行妨害 刑法第2編第5章「公務の執行を妨害する罪」の全部

放火 現住建造物等放火（第108条） ．

非現住建造物等放火（第109条第1項）

自己所有非現住建造物等放火（第109条第2項）

建造物等以外放火（第110条第1項）

自己所有建造物等以外放火（第110条第2項）

建造物等延焼（第111条第1項）

建造物等以外延焼（第11 1条第2項）

放火予備（第1 13条）

消火妨害（第114条）

失火 建造物等失火（第116条第1項）

自己所有非現住建造物等失火（第116条第2項）

ｊ
ｊ
段
段
前
後
２
２
の
の
条
条
７
７

１
１

１
１
第
第
く
く
火
火
失
失
上
失
務
過
業
重

住居侵入 刑法第2編第12章「住居を侵す罪」の全部

文書偽造 同第17章「文書偽造の罪」の全部

カード偽造等 同第18章の2 「支払用カード電磁的記録に関する罪」の全部

不同意わいせつ 不同意わいせつ（第176条）

監護者わいせつ（第179条第1項）

不同意わいせ窪激

死傷

不同意わいせ-脚副易（第181条第1項）

監護者わいせつ致死傷（第181条第1項）

不同意甘交等 不同意性交等（第177条）

監護者性交等（第179条第2項）

不同意

傷

性交等斑E 不同潮乱交等弼E傷（第181条第2項）

監護者性交等致死傷（第181条第2項）

殺人 刑法第2編第26章「殺人の罪」の全部

傷害 傷害（第204条）

傷害助勢（第206条）

● も

傷害致死 傷害致死（第205条第1項）

暴行 暴行（第208条）
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盗防第4身
4 1冬笙q

過失致死傷 過失傷害（第209条）

過失致死（第210条）

自動車による過

失致死傷・過失運

転致死傷

業務上過失傷害（第211条前段）

業務上過失致死（第211条前段）

重過失傷害（第211条後段）

重過失致死（第211条後段）

過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱（自動車運転死傷処罰法第4条）

過失運転致死アルコール等影響発覚免脱（自動車運転死傷処罰法第4条）

過失運転致傷（自動車運転死傷処罰法第5条）

過失運転致死（自動車運転死傷処罰法第5条）

無免許過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱（自動車運転死傷処罰法第

6条第3項）

無免許過失運転致死アルコール等影響発覚免脱（自動車運転死傷処罰法第

6条第3項）

無免許過失運転致傷（自動車運転死傷処罰法第6条第4項）

無免許過失運転致死（自動車運転死傷処罰法第6条第4項）

その他の業務上

(重）過失致死傷

業務上過失傷害（第211条前段）

業務上過失致死（第211条前段）

重過失傷害（第211条後段）

重過失致死（第21 1条後段）

脅迫 脅迫（第222条）

窃盗 1 刑法第2編第36章「窃盗及び強盗の罪」のうち次の項に掲げる「強

盗」を除いたもの

2 盗犯等の防l上及び処分に関する法律（以下この表において「盗防」 と

いう。 ）中常習特殊窃盗（盗防第2条）及び常習累犯窃盗（盗防第3条）

強盗 強盗（第236条）

常習特殊強盗（盗防第2条）

常習累犯強盗（盗防第3条）

強盗予備（第237条）

事後強盗（第238条）

常習特殊事後強盗（盗防第2条）

常習累犯事後強盗（盗防第3条）

昏酔強盗（第239条）

常習特殊昏酔強盗（盗防第2条）

常習累犯昏酔強盗（盗防第3条）

強盗致死傷 強盗致傷（第240条前段）

常習特殊強盗致傷（盗防第4条）

強盗致死（第240条後段）
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（注） 「自動車による過失致死傷・過失運転致死傷」の項中「自動車」は、 自動車運転死傷処罰法

に規定する「自動車」 と同義であり、道路交通法の自動車及び原動機付自転車を意味し、 「その他

の業務上（重）過失致死傷」の項記載の罪の範囲は、 「自動車による過失致死傷・過失運転致死

傷」の項記載の罪に該当するものを除いたものとする。

統計報告罪名区分表（様式第1 1号の1， 2， 3，第12号関係）

腫盗致傷（第240条前段）

盗犯等の防止及び処分に関す

， ）中常習特殊強盗致傷（盗

強盗致死（第240条後段）

繊盗・不同意悩交等（第241

常習特殊強盗・不同意性交等｜

強盗・不同意性交等舜ビ（第2

強盗（第236条）

常習特殊強盗（盗防第2条）

常習累犯強盗（盗防第3条）

強盗予備（第237条）

事後強盗（第238条）

宋弟1」貝ノ

盗防第4条
/1 1冬竺q目

詐欺 詐欺（第246条）

電子計算機使用詐欺（第246条の2）

準詐欺（第248条）

0

恐喝 恐喝（第249条）

横領

J

Ⅱ

刑法第2編第38章「横領の罪」の全部

磯品等関係 |司第39章「盗品等に関する罪」の全部

穀棄・隠匿 |司第40章「穀棄及び隠匿の罪」の全部

その他の刑法犯 刑法第2編に定める罪のうち上記各項に掲げた罪を除いたもの

罪名の区分 左記罪名の区分に包含される罪の範囲

殺人 刑法第2編第26章「殺人の罪」の全部

放火 現住建造物等放火（第108条）

非現住建造物等放火（第109条第1項）

自己所有非現住建造物等放火（第109条第2項）

建造物等以外放火（第110条第1項）

自己所有建造物等以外放火（第1 10条第2項）

建造物等延焼（第11 1条第1項）

建造物等以外延焼（第1 1 1条第2項）

放火予備（第1 1 3条）

消火妨害（第1 14条）



常習特殊事後強盗（盗防第2条）

常習累犯事後強盗（盗防第3条）

昏酔強盗（第239条）

常習特殊昏酔強盗（盗防第2条）

常習累犯昏酔強盗（盗防第3条）

不同意わいせつ（第176条）

監護者わいせつ（第179条第1項）

不同意わいせつ鞠E傷（第181条第1項）

監護者わいせつ致死傷（第181条第1項）

不同意性交等（第177条）

監護者性交等（第179条第2項）

不同意性交等誕E傷（第181条第2項）

監護者性交等致死傷（第181条第2項）

不同意わいせつ・

不同意性交等

傷害（第204条）

傷害致死（第205条第1項）

傷害・傷害致死

暴行（第208条）暴行

脅迫（第222条）

強要（第223条）

脅迫・強要

恐喝（第249条）恐喝

窃盗

詐欺

横領

公然わいせつ

賭博・富くじ

業務上過失傷害（第21 1条前段）

業務上過失致死（第211条前段）

重過失傷害（第21 1条後段）

重過失致死（第21 1条後段）

過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱（自動車の運転により人を死傷さ

せる行為等の処罰に関する法律（以下この表において「自動車運転死傷処罰

法」 という。 ）第4条）

過失運転致死アルコール等影響発覚免脱（自動車運転死傷処罰法第4条）

自動車による過

失致死傷・過失運

転致死傷



‐
騒致傷（目動車連転死傷処罰法第5栄）

蔭致死（自動車運転死傷処罰法第5条）

固失運転致傷アルコール等影響発覚免脱（自動車遅

頁）

固失運転致死アルコール等影響発覚免脱（自動車遅

項）

過失運転致傷（自動車運転死傷処罰法第6条第4頚

渦失運転致死（自動車運転死傷処罰法第6条第4畷

過失

過失

無灸
錘埜

O未床

無免
毎倖

（注） 「自動車による過失致死傷・過失運転致死傷」の項中「自動卓」は、 自動車運転死傷処罰法

に規定する「自動車」 と同義であり、道路交通法の自動車及び原動機付自転車を意味する。

その他の刑法犯 刑法第2編及び自動車運転死傷処罰法に定める罪のうち上記各項に掲げた

罪を除いたもの



事務報告一覧表

項 目 報 告 事 項

1 事務細則 検察庁事務章程に基づく執務規程の制定、改廃の内容

2 訓令、通達等 検察庁職員に対する検務事務関係の重要な訓令、通達等の内容

3 司法警察職員

に対する懲戒罷

免訴追

刑事訴訟法第194条に基づく司法警察職員に対する懲戒又は罷免の訴追手

続の概要及び結果

4第一審強化方

策協議会状況

第・審強化方策協議会の協議概要

5 罰則の定めの

ある条例

罰則の定めのある条例であって、普通地方公共団体（都道府県及び都道府県

庁所在地の普通地方公共団体に限る。 ）が制定したもの、当局から特に報告を

求められたもの及び当局に特に報告すべきと認めるものの内容及び改廃の内容

6職務上の過誤 検察庁職員の職務この過誤で不当な結果を生ぜしめたものの概要

7 監査結果 最高検察庁の下級検察庁に対する監査結果の概要及びその他の監査結果で特

に重要な事項を含むものの概要

8 その他 検察事務運営上法務大臣が特に知っておくべきものと認められる事項



(注） 「]IF項別1個には、枕;卜慨告一覧表節1 ， 1項の各11F項別の敢字を記入十ること．

備考

（用紙日本醗案脱幡A』）

年分 公安 関係事件人員調 検察庁

事
項
別

受 理

111

受

新 受

通 常 受 理

知
・
直
受

検
察
官
鵠

察
員
か
ら

通
常
司
法
稗

察
員
か
ら

特
別
司
法
鉾

１
《
Ｆ
帥

、力

ら

他
の
検
繋
げ

家か

庭
裁
判

所ら

そ
の
他

計

へ
ID

:'．

既 済

起 訴

公
判
納
求

略
式
命
令
調
求

計

不 起 脈

起
訴
猫
予

そ
の
他
計

中

止

送 致

他
の
検
察
庁
に

家
庭
裁
判
所
に

計

ノ員
81

別｡

未
済



統計･報告篭2号．

備 考

(用紙R本産難規椛A4）

違法争議行為等事件人員調年分 検察庁

受 理

旧
受

新 受

通 常 受 理

知
．
直
受

検
察
官
認

察
員
か
ら

通
常
司
法
響

察
員
か
ら

特
別
司
法
群

計

か
ら

他
の
検
察
庁

か
ら

家
庭
裁
判
所

そ
の
他
計

合
計

既 済

起 訴

公
判
請
求

略
式
命
令
請
求

計

不 起 訴

起
訴
猫
予

そ
の
他
計

中
止

送 致

他
の
検
察
庁
に

家
庭
裁
判
所
に

計

合

計

未
済



統計報告第3号

備考

(1W紙H本漱醍規怖八4）

労働関係法令違反事ド 人員調 検察庁
受 理

Ｒ
受

Ｉ 新 受

別

検知

磯・

禰面

泌受

術受

察
悩
か
ら

通
術
司
挫
腎

警
鞭
員
か
ら

特
別
司
法

翌

計

＄

力
ら

他
の
検
緊
庁

か
ら

家
庭
栽
判
所

そ
の
他

’
十
’

一
Ｅ
回

合
計

既 済

鮒

公
判
諦
求

略
式
命
令
鮒
求

脈

１
９
ｄ
ｐ

不 屈 解

起
耐
猫
予

三
」

の
他

31．

111

止

b日

廻

他
の
検
察
庁
に

家
庭
餓
判
所
に

汝

計。

〈
口
刺
Ⅲ

未
済

労働組合法

労働関係鯛整法

労働基碓法

労働安全衛生法

じん肺法

船員法

鉱山保安鮎

職業安定法

労働者派遺事案9,適正厳運舛

の砲保及び派遺労働者の係漏

笄;二間-1-る法律

船員駁藁安定法

労働者災害補償保険法

雇用保険法



(注）本表にいう公務貝には､法令により公務に従事する者とみなされるものを含まないものとする。

備考

(用紙ロ本産業規格A4）

年分 公務員犯罪人員鯛 検察庁

受 理

旧
受

新 受

通常受理

直
受
検
察

官

認
知

か
ら
司
法
警
察
員

針.

庁
か
ら

他
の
検

察

そ
の
他

洲．

合
計

既 済

通

公
判
諦
求

略
式
命
令
諦
求

訴

計

不 起 訴

起
訴
猫
予

そ
の
他

Ｌ
０
画
Ⅱ

中

止

iX

他
の
検
察
庁
に

家
庭
裁
判
所
に

汝

計

へ
ロ

計

未
済

職 椛 濫 用

収 肺

窃 圃

詐 期

横 穣

文 書 偽 造

自動車による過失致死傷
・過失運転致死侭

その他の刑法犯

特別法犯

(通路交通法逮反･自動巾の
保腎場所の確保等に関する
法律違反を除く‘ ）

合 訓



絞計報借第5号

I腎醗風員jとは､碁察庁職員及び都揃噺県替砺瓜閥6．いう‘

I恥なす公拷貝｣とは､払令に上り公傍に礎亭＋ろ打とみなされる1,のをいう

写

(沈)1

2

値

(附紙11本産業蝋絡A･&）

年分 公務員犯罪(収賄罪)人員鯛 検螺ﾊボ

彙 理

111

受

斬 令

脚

知
。
泣
受

検
察
汀
鯉

｜術畳

か
ら
刈
睦

替
醗
側

理

計

他
帥
峨
雛
庁
か
ら

そ
の
他

す↓
○0

へ
ロ
飢
引

喫 涜

公
判
論
求

呂 ﾛ

略
欠
凸
令
淵
我

計

不起

起
訴
姻
聯

そ
め
他

斥

計

k1，

止

他
の
検
察
庁
に

k f

家
唾
捷
判
所
に

計

へ
叩
酬
飢

米
済

国会詮H

観判所鳳側

隆碕街吸闘

哩
制

財
膨
簡

四段庁職員

その他の戯員

風梓水産窃風貝

経済蔵藁術職員

四」．交通省国貝

脚碕省職員

智察貝側

その他J》画家公獅胤

みなす．公聯関

地方公共団体の

蹴企の誠以

jg方公銑岨休ﾂ》国目（雷
蹄吸員を除く ， 》

合 計



統31･報皆輔6り

(注)1卵端中I間悦睦逸反jには、B本国とアメリカ合衆阿との問い柵Jf協力及び安全保障条約第6雫に魁づく施政攻び区域並びに日本画における介衆I測甑隊J)地位lこ閣寸.ろ協定の爽施に伴う間悦肱舗J)臨D$朴例に間する

払祢哩艇を含ｲ洲』のとする

2 「鋪一法扱判梅なし｣として不起飯処分【こ付さｵ1たﾉ､、のうめ、公獅‘1↓の犯罪であるものlこついては､ （ ）を付し内敵として計'たすること，

備 奪

(川紙11本蛾裏晩幡A4）

年分 合衆岡軍隊櫛成員等犯罪事 14|： 人貝調 検緊庁

受 理

111

受

新 受

通常受理

認
知
・
直
零

検
察
官

か
ら
司
法

蕃
察
員

Ｉ
Ｇ
０
ｐ
ｂ
Ｂ
ｐ

他
の
検
黙
庁
か
ら

家
庭
裁
判
所
か
ら

そ
の
他

計

へ
1．0

$I

既 済

起訴

公
判
鯏
求

略
式
命
令
鮒
求

計

不 起 脈

起
訴
猶
予

嫌
騒
不
十
分

裁
判
権
な
し

節戯

判
椎
な

次し

紋
判
幡
不
行
使

鞆
次

そ
の
他
計

中

止

送 致

他
の
検
察
庁
に

家
庭
栽
判
所
に

H1．

へ
18

jl

未
済

刑
法
犯

公務軌行妨害

放 火

失 火

住 〃： 似 人

文 凹 偽 造

カード偽造等

刑 111愈わいせつ

冑1 同慮わいせつ致死傷

列 同 ，徹性交等

不同意性交等致死側

殺 人

傷 害

傷 沓 致 死

暴 行

危険運椎致死傷

過失致死傷

[l動ﾘ1〔による過失致死側・
過失迩鯲政牝傷

その他の蕊務l話
（雨） i儲失致死侭

脅 迫

窃 盗

強 盗

強礎致死慨

強盗・不lijl息fl:交等

詐 欺

恐 喝

横 領

盛品等閣係

駿東 ・ 腿厩

そ の 他

計

特
別
法
犯

道路交油法違反

麻蕊及びIf1輔仲然取締

法違反・あへん法迩反

覚醒剤取締挫述反

大麻取締怯違反

大麻磯の戟垳の規制に
閲する法怖撫反

国際的な協ﾉﾉの下;こ規制

薬物に係る．下正価為を助

氏する行為等の防止を図

るための麻疑及び向梢神

薬取締挫縛の村例，に間
寸一る法抑述腫

関税法述反

外I刺為替及び外'11貿
易 法 逸 反

銃砲刀剣薊所持
等取締泌嘩反

たばこ市蕊法違反

そ の 他

計

合 ！}I。



統計協告輔7号の1

2冊上寸･べき人員は当餓避難における鰡叶とすること、

(用紙日本産業規格A4》

年月 日現在 ．

選挙事犯受理区分人員調

検察庁

受 理

検索T

密
告

風
評

'箆知

発
覚

他
撫
件
取
鯛
ぺ
中

そ
の
他

柵

告
所

畷宮矼受

告

発

目
箇

司
法
瞥
索
貝
か
ら

そ

の

他

冊

既 済

起
解

不
起
所

中
止
・
送
政

計

未

渋



統計報告第79．の2

(注） 1 表岨棡;こは選挙紙別を記入すること。

2候補折中当選者については、 （ ）を付し内数とすること。

3 1緯括主宰者l とは、法第251条の2第1項第1号に掲げる有･をいう。
4 『i11納責任者」 とは、法第251条の2第1項第2号に掲げる新をいう。

5 「地域主宰肴』 とは、法第251条の2第1輌舗3号に掲げる肴をいう．
6 「総括主宰者」 、 「川納責任者I及び「地域主雫石」については、戯輔221条節3項、恥222条鋪3噸、鋪223条輔3項及び鮒223条の2鮒2噸の加砿処刑jjl定により越鮴され
た者又は法鈍247条により起訴された出納責任肴のみを計'九、 これら以外の骨については、砿当する刑MII規定に従い、 I･縦避難運動者1 1選雅人」 弊として計l1すること。
7 「険補祈竿の親峡j とは、法第251条の2第1項第4号に掲げる者をいう‘
8 『侯柵希等の秘書j とは、法第251条の2第1頂第5号に掲げる者をいう．
9 『組織的選挙運動補理衙等』 とは、雛第251条の3に掲げる荷をいう．

l(） I候補肴辱の親族」 、 『候補者輔の秘書l及びI組織的遵糸運動管理哲諒」については、法第2馳条の2に蕨当する耶件である筒、凝判所に対して連絡した人員のみを肌･こし、
これら以外の者については、骸当する削則規定に従い、 『一般避挙運動者j 「選挙人」輔として計上すること“
11 「通挙管理委員会香貝・職側」 ：こは、中央避挙笹理会の香側及び同会の艇務に従嚇寸･る総務街の職11を含む。
12 『その他の選挙耶務関係者j とは、法輔88乗に掲げる荷及び選挙事務に関係ある国務L<は地方公北間体の公碕側をいう。
13 1公務員l とは、法第136条の2第1項Iこ掲げる瀞で、 11, 12に掲げる以外の者をいう。なお、法節251条の4，姉z5謝条の2に砿当する叩什である旨、批判所に対して連絡しプ
ヘ員については（ ）を付し内数とすること
14脚一人につき、数佃の処理又は紋判があった鵬合には、処即及び裁判緒果棡は、統計炎作成要領の規定にかかj>らず、統計炎に掲げる順序に従い雌初の既済事山又は拙判結
果区分に砿当するものにより一人として計上寸~ること。

15裁判誌果閥には、処理欄に洲上した人員の扱判結果を記戦すること．ただし、段判の紘果、処理掴に冊上した資格と異なる認定があった場合には、認定さｵ'た資格に対略する
銭判紬来欄に計上し、備考欄にその旨を記載する二と

16計上･ｲｰべき人員は、 11i該選挙における累計と寸.ること．

備 考

(川紙H本廠藁規絡A4）

年 月 I1現在

選挙事犯資格別処理・裁判結果人員調
検察庁

処 理

公判

誠求

略式命

令諦求
不起斫 灘4．

、I

裁 判 結 果

懲役 紫鋼 削金 科料 無罪
免訴、公
所棄却
その他 計

賎判未済

候 補 判

総括主宰名

川納責任行 !、、
地域主宰者 |、
候補者等の親族

候補者等の秘閏

U

U
細織的選挙運動締

荷等

選挙晋理委員会

委n．職、

’

その他の選挙聯

務関係者

公 務 員

◆

’

’

･股選挙運動名

選 挙 人

そ の 他
’

計 I
’
4



統計報告誠7号の3

(注） 1表魍欄には選挙稲別を記入す-ること．
2 「買収lには､法第221条鋪3項各号に掲げる者の伺条第1唖に係る買収を含む。

3 rその他の買収』とは､法節221条､鋪222条､鋪223条;こ該当するものであって､2を除くものをいう‘

4 iその他の実質犯｣とは､法第231条､第232条､第234条､第235条の4及び鋪2$6条に骸当するものをいう．
5 fその他の運動違反｣とは､法第238条､第238条の2､第239条(第1項第1号中第129条の規定の違反に係るもの及び同項第3号を除く｡）、第240条､第241条
第242条､第242条の2,第243条(第1項第3号から第5号まで及び第6号並びに第2項を除く｡）、第244条及び第245条に談当するものをいう．

6 「その他の収入支出の制限違反｣とは､法第246条(輔4号を除く_）、第248条から第249条の5に骸当するものをいう。

7比例代炎選出､選挙区選出の別に作成するとともに､両選挙における人、を合訓-した表を作成すること．
8計上すべき人員は当該選挙における累計とすること。

伽考

(凧紙日本溌業規格A4）

年 月 日現在

選挙事犯罪名別既済人員調

検察庁

受
理

起 訴

公判誌状
略式命令

綱 求
計

ド 旭 訴

起 訴

猫 予
そ の他 叶

中
止
送
致

既
済
合
計

未
済

間 収 （法擁221 条節1項

言 論買収 （法第狸3条の2

そ の 他 の 闘 心

お と り 罪 （推第224条の2

険補者の避定に閲する郭
（ 法筑224 条の3

選挙妨害 （法第225条一第2測条

虚偽享噸公表 （法館235条

新聞紙竿が選挙の公正を害十ろ邪
（ 注蕊235条の2

政兇放送又は選挙公組の不法利朋馴
（ 法筑235条の3

氏 名 等 の 虚 偽 表 示 郭
（ 法節235条の 5

あいさつを目的とする有料広告の制限違反
（ 法節235条の6

遍羊人恥韓の抄本等の間睡iこ幌払命令違反独び報告農務速庖

（ 法節236条の2

不正投票（法節237条、節237条の2

そ の 他 の 実 哲 乳

事筋運動（法第2鍋条輔1項節1号

戸別訪問（法筑239条節1項節3号

公務側等の避難運動等の制限違反
（ 法節239条の 2

文書図画頒布（法第243条第1噸第3号

漉挙運動川註子メールの送愉制限違反
(法露243条第1噸露3号の2〕

避挙連動朋有料インターネット広告の掲劇
(法弼243条露1噸範3号の3）

文普図画掲示《法節243条第1噸鋪4号I

脱法文書図画頗布褐
（法飾243条魂l唄誌5号

示

新聞紙雑艶の頒布褐
一

才

（法筑Z43条範1噸魂6号、鋪2項

そ の 他 の 運 動 違 願

出納責任者の支出権限遮反
（法鋪246条第4号

その他の収入支出の制限違反

避準費川の法定額超過遮反
（ 法堀 247 桑 ！

椎爵聞体の選挙運動の規制遮反
（ 法節252条の2 ‘

政党辱の政治活動遮辰
（ 法第252条の粉

避難人等の偽証罪 （法流253条

国 家 公 務 側 法 違 反
(同家公務員法節111条の2第29）

↓
Ｉ
住
い

血一



鋳許組告祇HH

(注)1 1側の事件爵号で赴曝1‐た事件が二以上の罪騎(怯令)i二談辿制.ろときば.綻計表作成蓮甑の蜆定'二かかわら.』｡、そJ1・ぞｵ1の卵橘〈法令)欄に計上l ，さらi二、二以12の

違反紘嫌に談当．l･ろときは､栽計女に掲げる順序に従い品ｾﾉjの違厄態嫌に吠当するも鋤として計k寸・る弓と〃
2鴬ﾘI{的中件については、 （ ）を付し内数として訓上するミと．

3 1大隅箪の収端の規制に開寸-る法律違反lのう*,、 「戦端lの欄には. 1,1肱翰24条ないし溌割栄の3の罪を計kするニル．

偽 毒

(期紙日本庶興規絡A』）

年分 麻薬・覚醒剤関係事件人員調 検察庁
畳 珂

日
受

新 畳

通常受 』

知
。
直
受

検
察
官
認

察
興
か
ら

通
常
司
隆
轡

畷
側
か
ら

狩
別
剛
隆
曽

針

か
ら

他
の
険
索
叶

か
ら

掌
庇
織
何
両

そ
の
他

計

毎
ｄ
ｃ
Ｇ
０

ｆ
ｌ
１
戸

既 済

胆

公
判
納
求

略
式
命
令
鯛
求

計

不I

起
訴
麟
予

樺
疑
不
十
分

：訴

そ
の
他

‐1

8？

GI’

11

送 致

他
の
検
県
庁
に

車
庇
殿
可
踊
拒

計

合
計

未
済

刑法犯 阿片蝿二間ｽﾙ罪

特
別
継
犯

党
鯛
剤
敗
姉
継
違
虻

㈱人（111

創 退

餓波醸署

所 捕

他 脚I

その齢

針

嶋
共
及
び
向
輪
伸
鎮
敗
輸
紗

違
区

麻
桑

輸入(出I

製茄(剤

峨捜阪受

所 椅

変 151

脳 仰

受塘用

その他

計

柚
仲
祭

柚人(出

制逓(剤》

小分

凧 掴

鎖猿I1的

所持

その他

計

計

あ
へ
ん
松
迎
反

栽 蛸

輸入〈州

舗渡譲受

所 持

その他

諦

大
晦
取
掩
碓
逸
区

栽 銘

輸入（IfI l

鹸涜鹸受

斫持

その肺

81

違
反
間
か
燗
の
大
麻

鰍蜘る

の明雄

叙i二伸

戟 鮒

その他

21

間
す
る
松
作
違
仮

の
蛎
鶴
此
ぴ
川
帆
神
薙
敢
織
肱
雰
の
朴
例
惇
挺

灯
為
を
助
長
す
る
ｈ
為
苛
の
防
止
を
固
る
た
め

脚
際
的
な
協
力
の
ｒ
に
叫
制
装
物
に
係
る
ｆ
山

薬態塊

似 装

隠 賑

収 受

輸入(剛

鎖漣眼受

所 ＃1

あおり。

唆し

計

〃、
計＆｡



統計鯉告鋪9号

節5衆違反のうち、少年iこついては（ ）を付し内紋･曾計上寸･る二となお、年齢は受醗時を鵬準とし、同･報告時に成人に達した者は処顕時をもって計上す-ること

法へについては、△印を付して内数で計上十る二と‘

(注） １
超
聖
ず傭

(附紙n本廉業脱格A4）

年分 売春防止法違反聯件人口調 検察庁

受 理

日
受

新 受

通常受理

検知

崇・

樹耐

型等

司員

法
啓
が

察ら

計

か
ら

他
の
検
祭
庁

か
ら

家
庇
赦
判
所

そ
の
他

31。

合
計

既 済

起 翫

公
判
諭
求

略鯖

大
命

令求

訓

不 起 齢

起
訴
猫
予

厳
睡
不
十

分

そ
の
他

釧

中

止

送 致

他
の
検
蟻
序
に

家
唾
裁
判
所
に

31

△
叩

計

未
済

勧 鱗 等

（第5茶）

第 1 号

節 2 号

塘 3 号

周 旋 尋
（節6条）

第 1 項

鋪
２
項

第 1 牙

範 2 号

節3 号

困惑静にkる売聯
（第7条）

鰯 1 項

第 9 項

対償の収受等

（節8爺）

第 1 頂

鋪 2 項

伽貸等 （ 鋪 9 衆 ）

売春をさせる契約 （輔10条）

鳴所の提供

《節11条）

鞆 1 唖

節 2 魂

充祥藍させる藁 （鋪12条）

膏余等の提供

（鯖13条）

第 1 頑

第 2 項

計



ノ

統計報告鞆10号

〈注） 木喪iこは、略式命令を舗求した者は計_kしないこと、ただし、略式命令諦求後砺式裁判の申立て群I‘2より正式裁判に付された巻Iごついては、 （ ）を付し外数として叶上すること．

備苓

(＃l紙日本産業娩格A4）

年分 売奪防止法違反事件館一審裁判結果人員調 検察庁

称 罪

懲 役

実
刑

一部執行猶了′

付
さ
れ
た
も
の

保
護
観
繁
腱

た
も
の

付
さ
れ
な
か
つ

保
譜
観
瀬
腱

全郁執行猶予

付
さ
れ
た
も
の

保
讃
観
繁
に

た
も
の

付
さ
れ
な
か
つ

保
盛
観
索
に

計

嗣 金

実
刑

さ
れ
た
も
の

執
行
を
猫
予

計

合
計

無
罪

そ
の
他

合
計

勧 鵠 等

（鋪5条）

姉 】 号

第 2 号

鯆 3 号

周 碇 等

（鋪6条）

輔 1 頃

輔
２
項

鋪1 号

琉2号

鋪3号

側感等による売聯
（鋪7条）

第 1 項

節 2 頃

対価’）収受等
（輔3条）

鋪 1 項

鋪 2 噸

抽貸等 （ 節3条）

光彩をさせる契約（輔10条）

場所の提供

（第11条）

鋪 1 項

鯖 2 項

光祁をさせる業〈輔12条）

資金等の提供
（第13条）

節 1 唖

鋪 2 項

計



統訓側併輔1 1号の1 （ 1 6歳未満）

1 本表は、家庭裁判所送致のとき16歳未潤の老について作成すること。

2本戎には、家庭裁判所から送致を受けたもので再送致したものも含めること。

3 蹴庇裁判所間において移送Lた平件は計上Lないこと。なお、卒庁・支部間のいわゆるIlj】付車件は終A，)決定をまって計上す．ること‘

(注）

(川紙H本産業規格A4）

年分 少年事件（検察官の処遇意見別家庭裁判所処分）人員調 検撚Ii，

、～検察宮処遇睡見 刑蛎処分側当愈兇

検
顛
官
送
致

少
年
院
送
致

保
鰡
観
酪

春
判
ｆ
開
齢

不
処
分

そ
の
他

i}＋

少年院送致柵当意兄

検
崇
術
送
汝

少
年
院
送
致

保
護
観
察

春
判
ｆ
側
姑

処
分

。
、イ

そ
の
他

△
↓
Ｉ

舎
迂
口

保鰻観察相当 ．g見

検
砺
汀
送
致

少
年
院
送
政

保
磯
観
鰯

審
判
不
開
飴

不
処
分

そ
の
他

計

その他の処分相当愈兄

検
緊
官
送
致

少
年
院
送
政

保
譜
観
照

寄
判
ｆ
開
飴

不
処
分

そ
の
他

計

△
叩

４
０
労
⑨

輔
埋
晶
栄
節
禺
噛
の
決
定

挫
筋
九
条
輔
・
◆
唄
及
汀

刑
法
犯

殺 ・ﾉ、

放 火

強 閣

不同’9わいせつ・不IO1な性交陣

慨宵 ・ 侭害致死

行異

脅 迫 強 留

恐 唱

窃 盗

詐 附

横 憾

公 然 わ い せ －己

賭 博 ・ 富 < ［

、 例 D 段 j を ⑪ ツ、 瞳牝 9
● 勘 軋 盆 L 盆 H' ﾛ

そ の 他

計

符
別
法
犯

籾身●ｼ Q可健蔑.二画･ケ&込蛇A洞

駄臨7》侭巳r偶 丹弓酎鈍畝■月

道蹄交通法違反

そ の 他
↓
Ｉ
苛
口

合 計



1 本炎は、家庭奴判所送致のとき16歳以上18銀未満の付について作成す-ること。

2本我IEは、家庇紋判所から送致を受けたものでi1j送致したものも含めること。

3家庭哉判所間において移送した事件は計l:しないこと。なお、本庁・支部間のいわゆる仙付耶件は終ﾙ､)決定をたって引・上す.ること。

(注）

(用紙Ⅱ本鮖莱蝿格A4）

年分 少年事件（検察官の処遇意見別家庭裁判所処分）人員調 検繋庁

、～検察宙処遇恵児 刑事処分相当愈兄

検
察
官
送
致

少
年
院
送
致

保
霞
観
察

審
判
不
開
鮒

下
処
分

そ
の
他
計

少年院送致棚当瞳兄

幟
察
官
送
致

少
年
院
送
致

保
護
観
察

審
判
不
開
姑

下
処
分

そ
の
他

計

保議観察相当恵見

検
砺
官
送
政

少
年
院
送
政

保
譲
観
鱈

審
判
下
関
飴

ド

処

分

そ
の
他
計

その他の処分相当 ．啓ル＆

検
蟻
育
送
政

少
年
院
送
数

保
鰻
観
癖

舂
判
平
間
姑

下
処
分

そ
の
他

計

里
Ｉ
卜
Ⅱ

ノ
ー
ｊ
皿

鞆
一
三
条
跡
二
噸
の
決
准

陛
靹
↓
九
条
第
二
唄
及
び

刑
法
犯

殺 人

放 火

強 鬮

不同窓わいせつ・不同.徴性交等

侮榔 ・ 傷脊致死

暴 行

脅 迫 強 廼

恐 喝

窃 盗

詐 鰍

横 蹴

公 然 わ い せ 宅

賭 博 ・ 蘭 く じ
凹 鈎車 縄 』 も 飼 ・j、 減 擁 5

側 久 澁 h 畝 樋 f■

そ の 他

柵

特
別
法
犯

匁力好八鴬処反 B2祠．e "･ 肌《EAh

低回 ？】 pj 魁喬角叫峨■”■ h

通路交通泌違反

そ の 他

↓
Ｉ
守
口

合 叶



&寡量＋織些笠1 1 樫〃〕亜 fワ、歯耒凱艦1

］ 本安は、家庭裁判所送致のとき18歳以上20歳未満の者について作成十ること。

2 本表;こは、家庭裁判所から送致を受けたもので再送致したものも含めること。

3 家庭裁判所側において移送した事件は計l：しないこと。なお、本庁・支那間のいわゆる回付鯲件は終局決定をまって計上すること。

(注）

(川紙日本産業規格A4）

年分 少年事件（検察官の処遇意見別家庭裁判所処分）人員調 険崇庁

、～検察官処遇意見 刑郡処分相当意見

検
索
官
送
数

少
年
院
送
数

保
謹
観
鵜

審
判
不
閲
姑

不
処
分

そ
の
杣

●
ふ
り

尋
詞
回

少年院送致相当意見

検
察
官
送
教

少
年
院
送
鞍

保
護
観
癖

審
判
不
側
姑

不
処
分

そ
の
仙
計

保砿観察相当意見

検
察
官
送
穀

少
年
院
送
軸

保
讃
観
客

審
判
不
棚
姑

不
処
分

そ
の
袖

Ｌ
Ｏ

邑
司
、

その他の処分相当恵児

検
察
官
送
致

少
年
院
送
致

保
護
観
轌

審
判
不
開
姑

不
処
分

そ
の
袖

４
０
２
個

合
計

第
二
三
条
第
三
唖
の
決
亦

松
萌
一
九
条
第
・
一
噸
及
び

刑
法
犯

殺 人

放 火

強 盗

不I司意わいせつ・不同懲性交勢

傷害 ・ 傷害致死

行暴

脅 迫 ・ 強 要

恐 喝

窃 盗

詐 鮒

横 紘

公 然 わ い せ 宅

賭 博 ・ 富 く じ
M ウJ 申 0二 よ ら 迫 入批死

過 失 宛 4 炊 蝿◆

そ の イ

剛

特
別
怯
叩

畢力竹A竿処罰に問一J、 迅仏律埋偶

賦嘘刀例毎珊竹手取蝿凱違月

通路交通法違反

そ の 他

計

合 計



鋳誹鋤鞠漆1 ワ肌

(丘､ 鮭*1舞ZO黛卯】_，､5，シ,いて18、醒駒侭蛎鯨趨過椀;二gI上し､敵呪dAR田::If:1 1.し'銚

肯 牙

、弧 ！】本〆亀刺峪M）

《I鋤 少年邪(!I:"－審裁判結果人員調 検辮庁

起訴時 16微水油

懲役・禁鱗

爽刑 い⑰、1 っ刃働"『●『

剛金
会干39｡

24〃『B， その他 計

起断時 16歳以13 13奴未満

感役・禁畑

実刑 毛p4ipI － Jい、■3

刷金
少飛39

12＆PIdw その他 計

起訴時 19蝋以上20歳未満

死刑
恩役・紫鯉

実刑 三二口i■【 。ｰ､Pf5■！

刷金
⑩や937

’ 1 "l心 その他 鮒

l“1曲即効脳濁

“吟8

砿』a

館・埼l P訊

＆Lユリ､ぬお品

刑

怯

綾 ノ、

放 火

強 笛

不同意わいせつ・不同意側.交斜

慨害 ・ 傷害政碕

暴 ↑』

脅 迫 ・ 強 要

恐 唯

窃 迩

酢 期

槙 慨

公 然 わ い せ ＝．

賭 博 ・ 富 く じ

M凸■
q●

9－ よ 〃 道久幽虹 q

・ 錘 入 幻 L D4 碑 q

そ の 他

冊

符
別

無力桶為尋込訶+E間寸･もJ‘伸沸I‘

斌砲刀由1が胴n吋欧紳81．遡月

通 路 喪 通 挫 述 劇

征：
そ の 他

8＋

へ 81『↓



統計報竹第1 3！』．

（注） 各泌条には、それぞれの脱法行為（第8条）を含む。

備 考

(用紙日本雌業規幣A4）

年分 州資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法維違反事件人員調 検嬢庁

受 理

旧
受

新 受

通常受

直
受
検
崇
官
認
知
．

か
ら
司
法
警
察
員

Ｉ
△
佃
山

他
の
検
察
庁
か
ら

そ
の
他

j1．

合

計

既 済

起 訴

公
判
調
求

略
式
命
令
請
求

計

不起訴

起
訴
横
予

そ
の
他

△
↓
Ｉ

ａ
ｆ
０

寺
Ｉ
Ｄ
Ｄ

中

止

送 致

他
の
検
索
庁
に

家
庭
城
判
所
に

△
４
０

４
ぜ
い

今
t･＄

J1.

未
済

出資金の受入の制限
(鰯1条）

f､り金の紫11： （堀2条）

瀞貸し嫌の禁止

(節3条）

金銭貸借の媒介手数
料の制限 （第4条）

商金利の処削（第5条）

I断保証料の処罰
(第5条の2）

保証料がル， ろ掛合の

高金利の処罰（輔5茶の3）

そ の 他

間'.



統計報告第14号

同一議決において議決区分の異なる複数の被疑者がある場合、又は同一議決において同一被疑者について罪名に
より議決区分の異なる場合には、 当該議決件数は内訳欄記戦順序の先順位の議決区分に係る被疑者の件数として計
上し、他の被疑者又は他の罪名等に係る議決についてはそれぞれ該当議決区分欄の人員欄に括弧書き外数として計
上すること。

(注）

(用紙日本巌業規絡A4)

議決

年分 検察審査会建議受理件数並びに人員調
勧告

地方検察庁

議
決

受理

総数

件数 人員

議 決 区 分

起訴相当 不起訴不当 不起訴相当 申立却下 審査打切り 移送 起訴をすべき旨
起訴議決をするに
至らなかった旨

件数 人員 件数 人員 件数 人員 件数 人員 件数 人員 件数 人員 件数 人員 件数 人員

建議又は勧告
件 数



統計報告第15号･の1

年分 補償をする裁定をした被疑者補償事件人員調

検察庁

（沌‘§）

1 本喪は、対象期間にrMj伽をするl裁定を1,た礎疑者補償W|;について計上すること．

2被疑獄補償車件1件↓こつき、本案被疑本件の不起釿級定主文が数仙あるときは、本件車勝jM狸（平成25年法秘行刑総訓第1叶大隙";I令）館75粂魏2唄什脇に

掲げる区分の願序;こ従い、晶初の区分に該当1．るf起訴裁定主文の噸;こ針上すること．

3 「本案被曜事件のｲ:起解紋定主文jの項は適宜追加して記戟十ろ二と‘

4 「補償の対象となる11故』は、拘束蹄間が極めて短い淵合も1 11として計止すること、

(即紙 11本廠豪M1格A4）

本案被疑蛎件の
不起訴裁定主文

補償人員
(人）

補償の対象
となる日数
(日）

補償した金額
合計（円）

罪とならず

嫌疑なし



統計報告第15号の2

年分 補償の全部をしない裁定をした被疑者補償事件人員調

検察庁

1 規程第4条第1月･又は同条2号に係る立件・裁定結果

2規程第4条第3号に係る立件・裁定結果

（泓怠）

1 本炎は、対魚期間iこ 「補傭の全部をし厳いj裁定をした被疑荷補償享件につい･て計上寸・ること。
2 本表[1］ 「規租」は、被喫肘補償規樫（昭和32年法傍省訓令節1号）をいう’
3（1） 彼疑者補侭事件1件につき、本案披聾小件の不起訴鮫定主文が歓個あるときは、事件事務規樫（平成25年挫侍術刑総刺節19大臣訓令）第75条魂2項各I;に
掲げる区分の耽序に従い、晶初の区分;こ臓当十るｲ起所栽定主叉の頃に計上十ること．

（2） 被隆若柳償耶件1件につき、補償をしない餓定事曲の談当条文が敬個あるときは、災の戯定件赦欄侭掲げる奴定小曲の噸ﾉｳ6に従い、晶初の殿定巾111の欄に計止訓-ること、
4 1本案被疑珈件の不起訴哉定主文」の項は適宜追加して記戦すること”

(用紙 11本産業規絡A4）

本業被疑事件の
不起訴裁定主文

立件{'1:数
裁定件数

②規程筋4条の3

節1砂鱗淵

③規腿第4条の3

節2号譲当

④規毯筋4条の3

第3妙波当

⑤規程節4条の3

師4号麟当

罪とならず

嫌疑なし

刑事未成年

心神喪失

計

本案被疑事件の
不起訴裁定主文

立件件数
裁定件数

①規租節2条
に該当せず。

②脱ｲM節4条の融
節1号該当

③規程節．』条の3

露2り彼当

④規軽鋪4条‘)『1

鮒3号腋当

③規穏第4条の3
鋪4号麟当

嫌疑不一|･分

起訴猶予

計



事務報告様式

該当する□にし印を記入すること。
報告に必要な文書を添付すること。
報告項目 「6職務上の過誤」については、その概要を記入すること。

(注） 1
2

3

(用紙日本巌業規格A4)

事務に関する報告

報告項 目

自
口
口
目
ロ
ロ
ロ
ロ

１
２
３
４
５
６
７
８

事務細則

訓令、通達等

司法警察職員に対する懲戒罷免訴追

第一審強化方策協議会状況

罰則の定めのある条例

職務上の過誤

監査結果

その他

報告検察庁 検察庁

報告年月 日 年 月 日

報告内容


